
電子保証のご案内
令和８年４月１日より 大村市 で運用開始

「前払金保証」と「契約保証」の保証証書は、電子証書でのご提供が可能となりました。

電子保証とは 書面の「保証証書」に代わり「電子証書」（保証証書に記載する内容が記録されたデータ）
を受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

ご利用の要件 お客様が「ｅ-Ｎｅｔ保証」を利用し保証申込いただくこと

対象案件 令和８年４月１日以降に大村市と契約する
工事および建設コンサルタント業務

対象の保証証書 前払金保証、中間前払金保証、契約保証

西日本建設業保証株式会社

電子メール

大村市



Q＆A

〒850-0874 ⾧崎市魚の町3番33号（⾧崎県建設総合会館1F） https://www.wjcs.net/

全ての保証証書が電子保証の
対象となりますか。

対象は以下のとおりとなります。
・前払金保証
・中間前払金保証
・契約保証
なお、請求書は書面での提出が必要です。

大村市における
電子保証の対象案件を
教えてください。

令和８年４月１日以降の契約締結分
（工事・建設コンサルタント業務）が
対象となります。

電子保証を利用するには
どのような手続きが必要ですか。

西日本建設業保証株式会社 ⾧崎支店 ℡:095-824-5260

保証証書以外の書類も
電子化されますか。

「保証料計算書」または「保証料領収証」を
電子交付いたします。

e-Net保証のID登録が必要になります。
すでにID登録がお済みの場合は、
新たな手続きは不要です。

大村市における
認証キーの提出方法を
教えてください

電子メールでのご提出となります。
メールの送付先は以下のとおりです。
前払金保証・中間前払金保証:工事担当課
※工事担当課のメールアドレスは大村市の
ＨＰにてご確認ください。

契約保証:財政部契約課
keiyakumain@city.omura.nagasaki.jp



お申込の流れ （STEP1,2）

西日本建設業保証株式会社

e-Net保証ページ内からも
アクセスできます

※お客様ID・パスワードの入力不要

HPに操作マニュアル動画もございます。
右の二次元バーコードからご視聴ください。
該当動画:2.新規保証申込手続き（保証証書:電子）



お申込の流れ （STEP3,4）

西日本建設業保証株式会社
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